
活動制限指針【大学補足】
 2020年度 後学期（第13週目12/21以降）の学生活動について 令和2年12月17日

カテゴリー
第12週目

対面週：Ｂ区分
12/21

第13週目
実験科目等のみ対面

12/25
※３

12/26　年末年始　1/6
(キャンパス立入禁止)

1/7

　　　第14週目以降 1/7～2/5
(1)大学入学共通ﾃｽﾄ 1/16,1/17
(2)PDⅢ発表審査会　1/25～1/29
(3)一般入試A　　　 2/1～2/4

2/5

　　　　　　　2/8以降
(1)修士公聴会　　　　　2/9～2/10
(2)一般入試B 　　　　　2/18
(3)学位授与式（扇が丘）3/13
(4)学位授与式（虎ノ門）3/14

　授業実施
Ｂ区分(17時まで）
17時以降は区分無く20時まで

　LC、夢考房、スポーツ考
房、自己開発センターの利用

Ｂ区分(17時まで）
17時以降は区分無く20時まで

　専門ゼミ（３年次）の活動 Ｂ区分のみ

　４年次・大学院（研究室活動）

　キャンパス内の施設利用

　課外活動
（クラブ、教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）

平日：17時まで可
土曜：13時まで可

日祝：原則、活動不可

　学生スタッフ 必要性に応じて実施

　教育補助員TA/SA

県
外
移
動

　県外から戻った際の健康観察

Ｂ区分：情報フロンティア学部、建築学部、バイオ・化学部対象科目の対面授業

※２立入禁止期間を設ける（12/26-1/6,1/15-1/17,1/31-2/4,2/17-2/18）

※３最終日のため教育支援センター等の利用時間は別途検討

課
外
活
動

学
生
ス
タ
ッ

フ
等 禁止

Ａ･Ｂ区分で可

原則禁止・許可制で可　※２

遠隔勤務のみ可
（対面授業を行う一部科目のみ対面業務

可）
遠隔勤務のみ可（1/7木～1/22金） 原則禁止（春期集中講義のみ可）

県外へ移動した学生（通学を除く）は健康観察と１週間のキャンパス立入禁止

原則禁止・許可制で可　※２

（1/7～2/7まで原則禁止）
指導者の立ち合いのもとで、事前に申請書（場所、人
数、内容、時間等）が提出され許可された場合、1/22
までは平日20時・土曜は17時まで、1/23以降は平日17
時・土曜は13時までとする。　※２

県外へ移動した学生（通学を除く）は健康観察と１週間のキャンパス立入禁止

Ａ区分：工学部対象科目の対面授業 ※１ 第14週目以降 課題・レポート提出等のためのキャンパス入校は原則禁止とする

　　数理工教育研究センター等は事前予約などにて許可制とする

感染状況を確認し、研究室活動
ならびに進路指導等の時間を検討

対面不可（遠隔可）

対面原則禁止・許可制で可 　※１

　　　　　教員在室時は平日21時まで
　　　　　土曜は17時まで可

但し、県外へ移動等した学生(通学を除く)は１週間の
キャンパス立入を禁止する（遠隔は可）。

授業実施期間と期間外で利用時間が異なるため事前に
HPを参照

平日：20時まで可
土曜：17時まで可

日祝：原則、活動不可

研
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室
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１
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３
年
次
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ャ

ン
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ス
立
入

禁止

実験科目等のみ対面
17時から20時は可

17時以降の利用は各センター等の利用時間
を確認

Ａ区分：八束穂・扇が丘ともに活動可
Ｂ区分：扇が丘(講義室)でのみ活動可

半数以下で可
（教員在室時は平日21時まで、土曜は17時まで可能）

20時まで可
（一定の利用制限を設ける場合があり事前にHPを参照）


